
資料１－④ 

ふじみ野市地域公共交通活性化協議会規約（案） 

■ 新旧対照表  
新 旧 

改正後 改正前 

（略） 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の

業務を行う。 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等

に関すること。 

（略） 

（分科会） 

第１０条 会長は、第３条各号に掲げる事項及び道路運

送法第９条第４項に規定する運賃等に関する協議事項

に関して、必要に応じて分科会を設置することができ

る。 

２ 分科会の組織、運営その他分科会に関し必要な事項

は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第１１条 （略） 

（経費の負担） 

第１２条 （略） 

（財務に関する事項） 

第１３条 （略） 

（報酬） 

第１４条 （略） 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 （略） 

（補則） 

第１６条 （略） 

附 則 

 この規約は、平成２７年６月２３日から施行する。 

   附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和６年 月 日から施行する。 

（略） 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の

業務を行う。 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及

び運賃・料金等に関すること。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

第１０条 （略） 

（経費の負担） 

第１１条 （略） 

（財務に関する事項） 

第１２条 （略） 

（報酬） 

第１３条 （略） 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１４条 （略） 

（補則） 

第１５条 （略） 

附 則 

 この規約は、平成２７年６月２３日から施行する。 

   附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

（追加） 

 


